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懸蕊
司法行政文言不開示通知書

10月15日付け（同月16日受付，第014351号）で申出のありました司

法行政文書の開示について，下記のとおり開示しないこととしましたので通知しま

す。

記

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

司法省文書保存規程（廃止時のもの）

2 開示しないこととした理由

1の文書として，岩田書院発行の「近代日本公文書管理制度史料集中央行政

機関編」 895頁掲載のものが考えられるところ， この文書は，行政機関情報公

開法第2条第2項ただし書第1号にいう行政文書から除外される耆籍に相当し，

司法行政文書開示手続の対象とはならない。
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